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寝屋川市農業委員会
寝屋川市農業委員会総会議事録
１　開催日時　　令和５年８月16日（水）午後１時30分から午後２時40分
２　開催場所　　寝屋川市役所　議会棟５階　第二委員会室
３　出席委員（15名）　※番号は席番号

１番　北川　康裕               　　　　　 ２番　滝本　多美子 
３番　入江　剛　　　　　　　　　　　　　　４番　南　昌男（会長）
５番　川口　智之　　　　　　　　　　　　　６番　津澤　謙次
７番　枡井　信仁　　　　　　　　　　　　　９番　川口　茂明（農地調整委員長）
10番　筏　眞智子　　　　　　　　　　　　　12番　森田　隆義
13番　小橋　牧子　　　　　　　　　　　　　14番　田中　久治
15番　堤下　敏　　　　　　　　　　　　　　16番　田中　悦子
17番　溝口　透（会長職務代理者）
４　欠席委員（２名）

８番　金谷　伸太郎（農政企画委員長）　　　11番　田伐　厚子
５　遅刻委員（０名）

　　
６　議事日程
　　第１　議案第12号　都市農地の貸借の円滑化に関する法律に基づく事業計画の決定に
ついて
　　第２　報告第18号　農地法第４条第１項第７号による転用届出に係る専決報告について
第３　報告第19号　農地法第５条第１項第６号による転用届出に係る専決報告について
第４　特別案件第１号　寝屋川市農業経営基盤強化促進基本構想の変更について
７　農業委員会事務局職員

　  局長　　　山口　美加　　　　　　　　　　　事務局長代理　川原　祐
　　係長　　　津川　育大　　　　　　　　　　　職員　　　阪本　一彦
　　職員　　　谷内　奈央
８　議長　会長　南　昌男
９　会議の概要
（　午後１時30分　開会　）
　議長（南会長）　ただいまより、８月の委員会総会を始めさせていただきます。
本日は、委員が２名欠席でございます。委員17名のうち15名が出席し、　　　出席委員は過半数以上で総会は成立いたします。
それでは、寝屋川市農業委員会会議規則により会長が総会の議長を務める　ことになっておりますので、議事を進行させていただきます。
それでは、議事に入らせていただきます。
議案第12号　都市農地の貸借の円滑化に関する法律に基づく事業計画の決
定について、事務局から説明をお願いします。
　事務局　　　　　議案第12号の説明をさせていただく前に、農地の貸借について、ご説明　させていただきます。
お手元にお配りしております資料「農地調整委員会で扱う案件について」をご覧ください。
（資料説明）
それでは、議案第12号　都市農地の貸借の円滑化に関する法律に基づく　事業計画の決定についてご説明申し上げます。
（議案書　件番１朗読）
本件の「都市農地の貸借の円滑化に関する法律」（以下「円滑化法」という。）については、平成30年に法律が施行されたもので、市街化区域内の生産緑地に限りますが、農地法第３条による貸借の設定より簡単にできるものです。
円滑化法では、貸借の期間を今回のように３年間と設定すれば、３年の期間満了後には、農地を耕作する権利が必ず所有者に返ってきます。
農家の方がよく思われる、農地を貸したら返ってこないというものが、円滑化法ではありません。また、農地を返してもらった際の離作補償を基本的には伴いませんので、農地を解約した際に金銭や農地を半分渡さないといけないといった離作補償というものはないというものです。
この法律では借りる方にはあまりメリットがないのですが、土地所有者側に多くのメリットがあり、この法律で貸し付けた農地については、自ら耕作をしなくても相続税の納税猶予制度の適用が受けられます。
件番１について、場所は寝屋川警察署から北東に少し向かったところの農地でございます。
本件につきましては、本市産業振興室が行っている「農地のマッチング事業」を活用した、所有者と借受人で農地を使用貸借、いわゆる無償で貸し借りするものでございます。借受人は、昨年度まで農業を経験したことがありませんでしたが、収穫した野菜を飲食店に出荷したいとのことから、遊休農地になっていて借りられる農地がないかご相談に来られ、今年４月から新規就農者として本件と同様に「農地のマッチング事業」により、高宮地区で農地を使用貸借し、566㎡借りられ耕作をされていますが、今回、作付面積を増やしたいとのことから農地の貸借の申請があったものです。
契約の内容は、無償での貸し借りである使用貸借で、契約の期間は３年間、畑地として耕作する予定です。
予定作物はネギをメインに栽培し、冬場はホウレンソウを育てる予定です。
借受人は、ご親戚にネギを栽培する農家がおられますので、栽培方法を相談しながらネギを育てていくということで始めた訳ですが、今年４月から借りられている農地については、ご家族、ご親戚と協力して良好にネギの作付けが行われていることを確認しています。
農機具については、ご親戚から譲り受けられましたので、耕作における農機具の所有状況について、問題ないかと思います。
円滑化法については、農地の借主が市長に事業計画を申請するもので、市長は本事業の認定にあたり、農業委員会に農地の貸借について問題ないか諮問し、農業委員会では委員会総会に諮り、問題がなければ事業認定するということを市長に回答し、市長が事業計画の認定書を交付する運びとなります。
それでは、ご審議の程よろしくお願いいたします。
　議長　　　　　　事務局の説明が終わりました。
件番１については、８月２日に農地調整委員会を開催し、現地調査を行いましたので、農地調整委員長よりご説明をお願いします。
農地調整委員長　８月２日に農地調整委員会を開催し、現地調査を行いました。
農地は現在、水稲の作付けをされていますが、10月の稲刈りが終わってから、農地を貸して畑として利用されるということから、貸借の始期が11月からとなっております。
農地調整委員会で審議させていただき、問題ないという判断となりました。
また農地調整委員会で委員から質問があったのですが、本件は11月のからの貸借ですが、現在はまだ８月です。そこで事務局にお尋ねいたしますが、本件のように事前に承認申請や許可申請の申請時期について、どのくらい前から申請ができるのですか。
　　　　　　　　　　
　事務局　　　　　何か月前から申請ができるといった期間の定めはありません。ただ、数年
も前から申請されると、その間に状況も変わっていることも考えられます。そういったことから、申請時期は１年以内が妥当かと考えられます。
　
　農地調整委員長　先ほど事務局から配布されている資料「農地調整委員会で扱う案件」の説明がありました。その中で農地法第４条及び第５条の市街化調整区域内の農地転用についての要件欄には記載されていないのですが、許可申請の審議にあたっては、農地区分と一般基準により審議していたかと思います。
農地区分については、原則許可な場合から原則不許可な基準を示した資料が、以前事務局から配布されたものがあります。農業委員が改選されてから今の農業委員の皆さんにはお配りいただいていないかと思います。現農業委員の皆さんにもその資料の配布をお願いしたいと思います。
　事務局　　　　　次月の委員会総会で配布いたします。

　議長　　　　　　ただいま、農地調整委員長から説明がありましたが、何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）

　　　　　　　　　ご質問等がないようですので、議案書のとおり決定してよろしいでしょう
か。
（「異議なし」の声あり）
ご異議がないようですので決定いたします。
次に報告第18号　農地法第４条第１項第７号による転用届出に係る専決報
告について、事務局から説明をお願いします。
　事務局　　　　　報告第18号の説明をさせていただく前に、農地の転用について、ご説明させていただきます。
農地法において、農地を農地以外にする場合には、知事の許可が必要となります。本市においては、知事から市長が事務委任を受け、市長は農業委員会会長へ事務委任していますので、寝屋川市内の農地の転用については、全て農業委員会会長が許可することとなっております。なお、農地法で市街化調整区域と市街化区域の線引きがされている場合で、市街化区域内の農地を転用する場合には、許可ではなく届出をすれば良いことになっております。
本市においては、昭和44年頃に市街化調整区域と市街化区域の線引きが始まりました。当時、一団の農地が集まっていて今後も農地を残していこうという区域を市街化調整区域として指定し、住宅地が建ち並び、今後も宅地化が見込まれる区域を市街化区域として指定しました。
報告第18号と次の報告第19号は、いずれも市街化区域内の農地転用の届出
があったもので、報告第18号は農地法第４条によるもの、報告第19号は農
地法第５条により行うものです。
農地法第４条は、農地の所有者が農地を農地以外のものに利用していくも
ので、例えば、自身の一戸建て住宅や共同住宅に利用、あるいは、駐車場や資
材置場等として利用する場合に、農地法第４条の届出を行うます。また、農地
法第５条では、農地法第４条と同様に農地以外に利用する場合ですが、農地法
第５条は農地転用と併せて、農地の所有権を他人に売り渡す場合や、農地の所
有権はそのままに、貸借により貸し借りをする場合に農地法第５条の届出を行
うものです。具体的に、農地所有者等から農地転用の届出があった場合には、
届出があった農地の地区担当委員と事務局で日程調整し、現地確認を行います。
現地確認では、付近農地の耕作に問題がないかを確認します。例えば、農業
用水の取込みや雨水排水が隣接農地へ流れ込まないか等を確認します。問題が
なければ、事務局で届出書類を確認し、問題がなければ会長による決裁となり
ます。その後、直近の農業委員会総会において、報告案件として報告します。
具体的な説明を事務局が行い、その後、地区担当委員から現地確認の説明を行
う流れとなり、委員の皆さんからご質問等をお聞きするということになります。
それでは、報告第18号　農地法第４条第１項第７号による転用届出に係る
専決報告について、ご説明申し上げます。
（件番１議案書読み上げ）
件番１につきまして、場所は国道170号線の四條畷市との市域界付近の小路
地区を東に向かい、小路南町土地区画整理事業が行われた区域から東へ少し向
かったところの農地になります。
本件は７月７日に受付を行い、前期の地区担当委員と相談し、７月11日に
事務局のみで現地確認をし、７月14日に会長専決により届出を受理したもの
でございます。
現況は写真のとおり、すでに一戸建て住宅が建っており、農地転用の届出を
する前に建ててしまった転用の届出を失念していたという転用漏れとなり、農
地法の届出を追認して認めるというものになります。
本件農地は、明治時代から所有されている方が自治会名義の所有にしたかっ
たようですが、大正７年当時、小路自治会という法人格での登記が出来なかっ
たようで、当時の自治会の役員７名の共有名義で所有権移転がされました。そ
の後、昭和27年に農地法が施行されて以降に、自治会役員の承諾を得て、隣
接地の所有者の家族の方が住む住居を農地転用の届出をせずに建てられたよ
うです。
平成27年に現在の自治会名義に所有権が変わっておりますが、理由は平成
15年の役員の解任によるものとして個人名義から法人名義に所有権が移って
おります。
法務局において、登記地目が田または畑の農地であり、所有権を移転する場
合には、農業委員会の許可書あるいは農地転用に係る受理通知書の添付が必須
となりますが、登記に係る法令や規定において、本件のような当時の法人の役
員名義でしか登記できなかった場合に、法人名義に公正する場合には、農業委
員会の許可等は不要のようです。
そういったことから、登記地目は農地ですが、所有者は法人格で農地転用の
届出があったものでございます。
届出に際して農地転用の届出を失念していたことから、これまでの経過を聞
き取りし、経過書が提出されています。
今後は、自治会として固定資産税等の諸経費が負担になっている等の理由か
ら、自治会員の承諾を得られれば、宅地として売却したいとの意向を自治会長
及び役員から聞いております。
売却するには、農地のままでは買い手が見つかりにくいことから、現況の宅
地に登記地目を変更するという目的で今回届出がされました。
既に宅地になっていますが、付近に農地も無く、またこれまで付近農地に影
響を与えていた苦情等もなかったことから問題ありません。

（報告第18号　件番２朗読）
　　　　　　　　件番２につきまして、場所は木屋町から桜木町のポンプ場まで流れている
導水路の隣接地でございます。
本件は７月19日に受付を行い、７月31日に地区担当委員と現地確認を行い、
８月２日に会長専決により届出を受理したものでございます。
現況は画面のとおりとなっており、画面では分かりにくいのですが、果樹や
花きの作付けをされております。
今後は、共有者２名のうち１名の木造一階建て住居を建築するということで
す。
なお、付近に農地はないことから付近農地への影響はありません。
以上で報告を終わらせていただきます。
　議長　　　　　　ただいま、事務局より説明がありましたが、件番１については、７月20

日の農業委員の改選前に届出の受付及び現地調査を事務局のみで行ったことから、事務局の説明で何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）

　  　　　　　　　ご質問等がないようですので、次に件番２については、地区担当委員から説明をお願いします。
　地区担当委員　　現地確認をさせていただき、隣接して農地はないため問題ないかと思いま
す。
　議長　　　　　　ただいま、地区担当委員からご説明があり、問題はないということです。
　　　　　　　　　何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）

ご質問等がないようですので、次に報告第19号　農地法第５条第１項第　　６号による転用届出に係る専決報告について、事務局から説明をお願いします。
　事務局　　　　　報告第19号　農地法第５条第１項第６号による転用届出に係る専決報告について、ご説明申し上げます。
（報告第19号　件番１朗読）

件番１につきまして、場所は木屋地区の府道13号京都守口線沿いに、スーパーマーケットがございますが、そこから少し西側へ向かった農地でございます。
本件は７月５日に受付をし、前期の地区担当委員の承諾を得て、７月６日に事務局のみで現地確認をし、７月14日に会長専決により届出を受理したものです。
現況は画面のとおりです。現在の所有者４名が相続される前は、所有者が畑地として耕作され、相続税の納税猶予の適用も受けられ、良好に耕作を続けておられましたが、お亡くなりなられてから、４人の相続人が耕作をされずに現況のように遊休化しております。
今後は、隣接する屋外駐車場と併せて不動産仲介業者に売却し、農地部分は一戸建て住宅4戸、隣接する屋外駐車場部分と併せて全体で一戸建て住宅15戸と公共用道路部分に農地転用される予定です。
本件農地の東側に公共用道路を挟んで農地がございますが、開発面積が500㎡を超えることから開発許可が必要となり、雨水については、一旦、敷地内で貯留され、公共用雨水桝へ流すことから、排水については、付近農地に影響はありません。
（報告第19号　件番２朗読）

件番２につきまして、場所は池田地区にある大学の野球場の南側になりま
す。
本件は７月10日に受付をし、地区担当委員の承諾を得て、７月14日に事務局のみで現地確認をし、７月25日に会長専決により届出を受理したものです。
現況は画面のとおりです。寺の参道の様相を呈していますが、里道敷と寝屋川市の所有地で、共に寝屋川市の所有地となっております。
以前から寺の建て替えの計画があり、付近を調査していると譲渡人の生産緑地の一部が参道に取り込まれていることが地籍測量から分かったという相談が、市の都市計画部局と農業委員会にありました。
経緯として寺が建てられた大昔から参道として使用されていること、また譲渡人については檀家でもあることから、取り込まれている部分を原状回復しない。分筆し寺に寄付したいということから農地転用の届出がありました。今後も、現状のまま寺の参道として使用されるようです。
（報告第19号　件番３朗読）

件番３につきまして、場所は市立市民体育館から少し東に向かったとこ　　ろ、第二京阪道路下の国道１号線沿い付近です。
本件は７月25日に受付をし、７月31日に地区担当委員と現地確認をし、８月２日に会長専決により届出を受理したものです。
現況は画面のとおりです。令和３年度農地パトロールにおいて、遊休　　農地であることを確認しておりました。本件農地は、相続税の納税猶予の適用も受けておられた農地でございますが、以前は水田として良好に耕作されていたことを事務局で確認はしておりました。農地パトロール以後、農地所有者がお亡くなりになり、遊休農地になったと相続された息子さんから聞き取りをさせていただきました。その後、生産緑地の指定を受け続けるために、果樹の作付けし耕作を続けてこられましたが、隣接者が工場の敷地として購入したいことを、農地の先代が所有していた時から申し入れをされていたようですが、当時は、相続税の納税猶予の適用を受けておられたことから、売却すると相続税と利子税を相続開始時に遡って税務署に納めなければならないことから、売買は不成立でしたが、相続が発生し、相続人と工場主との間で、売買の話が成立したことから、今回、農地転用の届出があったものです。
以上で説明を終わらせていただきます。
　議長　　　　　　 ただいま、事務局より説明がありましたが、件番１については、７月20日の農業委員の改選前に受付をし、現地確認も前期の農業委員の承諾を得て、事務局が現地確認していますので、事務局の説明に何かご質問等はございませんか。
（「なし」の声あり）

　　　　　　　　　 ご質問等がないようですので、次に件番２については、私が担当ですので、ご説明させていただきますと、事務局から説明があったとおり、大昔に農地の一部が寺の参道として舗装され利用されていたということで、大昔はいい加減な境界の認識だったと思われます。
　　 今後は、参道の一部になっている登記簿上で田になっている部分を寺に無償で譲るということです。
何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）

ご質問等がないようですので、次に件番３について、地区担当委員から説明をお願いします。
　地区担当委員　　　事務局から説明があったとおり、隣接する工場に売却するということです。

　議長　　　　　　　ただいま、地区担当委員から説明がございましたが、何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）

　　　　　　　　　 ご質問等がないようですので、次に特別案件第１号　寝屋川市農業経営基盤強化促進基本構想の変更について、事務局から説明をお願いします。
　事務局　　　　　 特別案件第１号　寝屋川市農業経営基盤強化促進基本構想の変更について、ご説明申し上げます。
（特別案件第１号　朗読）

お手元にお配りしております「農業経営基盤強化促進基本構想とは」の資料に基づいてご説明をさせていただきたいと思います。
（資料を説明）

　議長　　　　　　 事務局の説明が終わりました。
　　　　　　　　　 何かご意見等ございますか。
（「なし」の声あり）

　　　　　　　　　 ご質問等がないようでございますので、市からの諮問について「意見なし」として回答いたします。
続きまして、その他案件「令和５年度農地パトロールについて」事務局より説明をお願いします。
　事務局　　　　　 令和５年度農地パトロールについてご説明させていただきます。
（令和５年度農地パトロールについて説明）

　議長　　　　　　以上をもちまして、８月の委員会総会を閉会させていただきます。
長時間にわたり慎重審議いただきましてありがとうございました。

（　午後２時40分　閉会　）
前記は、会議のてんまつを記載したものに相違なく、ここに署名捺印する。

令和５年８月16日
寝屋川市農業委員会
会長　南　　昌　男
署名委員　　　　　　　　　　　　
署名委員　　　　　　　　　　　　
　
　
